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令和元年９月２６日 

〇条例 

会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例 

消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の利用料金に係る関係条例の整備に関する条   

例 

消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の使用料等に係る関係条例の整備に関する条 

例 

小田原市立病院新病院建設基金条例 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

小田原市印鑑条例の一部を改正する条例 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法

人等を定める条例の一部を改正する条例 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

一部を改正する条例 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

〇規則 

 小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会規則 

 おだわら市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 小田原市総合文化体育館条例施行規則の一部を改正する規則 
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会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第 ９ 号 

会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例 

（小田原市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 小田原市職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  第４条第２項中「均衡」を「権衡」に改める。 

第２０条の２中「第９条の２第３項」を「第９条の２第４項」に改める。 

  第２５条を次のように改める。 

（会計年度任用職員に関する特例） 

第２５条 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用

職員」という。）に対しこの条例を適用する場合の特例については、次条から第

３３条までに定めるところによる。 

 第２６条を第３４条とし、第２５条の次に次の８条を加える。 

（会計年度任用職員の給与等） 

第２６条 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フルタイム会計年度任

用職員」という。）に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域

手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当及び期末手当とする。 

２ 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用職

員」という。）に支給する給与は、報酬、通勤に係る費用弁償及び期末手当とする。 

３ 会計年度任用職員について定められた勤務時間は、正規の勤務時間とみなしてこ

の条例の規定を適用する。 

４ 会計年度任用職員に対する第１２条の規定の適用については、同条中「勤務時間

条例第１６条の規定による介護休暇、勤務時間条例第１６条の２の規定による介護
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時間及び勤務時間条例第１７条の規定による組合休暇」とあるのは、「無給休暇」

とする。 

５ 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料） 

第２７条 フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表については、別表第１及

び別表第３から別表第５までの規定（それぞれ職務の級の１級及び２級に係る部分

に限る。）を準用する。この場合において、各給料表の適用範囲は、規則で定める。 

２ フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、

これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標

準的な職務の内容は、次の表のとおりとする。 

職務の級 標準的な職務 

１級 定例的又は補助的な業務を行う職務 

２級 相当な知識又は経験を必要とする職務 

３ フルタイム会計年度任用職員の属すべき職務の級は、前項の分類の基準に従い、

任命権者が決定する。 

４ フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第４条及び第５条の規定にか

かわらず、規則で定める基準により他の職員との権衡を考慮して任命権者が決定す

る。 

（期末手当の支給対象となるフルタイム会計年度任用職員） 

第２８条 任期の定めが６月以上のフルタイム会計年度任用職員（これに準ずるもの

として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。）に対しては、期末手当

を支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の基本報酬） 

第２９条 パートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員

について定められた勤務時間による勤務に対する報酬として、月額、日額又は時間

額による基本報酬を支給する。 

２ 前項の月額、日額及び時間額の算定方法は、次のとおりとする。 

(1) 月額 勤務１時間当たりの給与額（基準月額を給料の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額とみなして第１６条の規定により算出した額とし、これを
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同条に規定する勤務１時間当たりの給与額とみなす。以下同じ。）に当該パート

タイム会計年度任用職員について定められた１月当たりの勤務時間を乗じて得た

額とする。 

(2) 日額 勤務１時間当たりの給与額に当該パートタイム会計年度任用職員につい

て定められた１日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。 

(3) 時間額 勤務１時間当たりの給与額とする。 

３ 前項第１号の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務

時間が勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間と同一の時間であるとした場

合に、その者の職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度に照らして第２７条

の規定を適用した場合における給料の額に相当する額に、当該額に１００分の

１０（医療職給料表（１）の適用を受ける職員に相当するパートタイム会計年度任

用職員にあっては、１００分の１６）を乗じて得た額を加算した額とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、職務の性質その他のこれらの規定により難い特別の

事情のあるものとして規則で定める場合におけるパートタイム会計年度任用職員の

基本報酬の額は、その職務の特殊性、任用の事情等を考慮して任命権者が定める。

（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬） 

第３０条 パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務、休日勤務、夜間勤務又は宿日

直を命ぜられたときは、それぞれ特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当又は

宿日直手当の例により算定した額を報酬として支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員が時間外勤務を命ぜられたときは、再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員の時間外勤務手当の例により算定した額を報酬

として支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償） 

第３１条 第１０条第１項各号に掲げる職員に該当するパートタイム会計年度任用職

員には、当該各号の区分ごとに他の職員との権衡及び１月当たりの通勤回数を考慮

し、同条の規定に準じて規則で定める額を通勤に係る費用弁償として支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第３２条 任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度任用職員（これに準ずるも

のとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。）に対しては、期末

手当を支給する。 
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２ 前項の規定にかかわらず、１週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定め

るパートタイム会計年度任用職員に対しては、期末手当は、支給しない。 

３ パートタイム会計年度任用職員に係る第１９条第２項の期末手当基礎額は、同条

第１項に規定する基準日前６月以内の期間におけるその者のパートタイム会計年度

任用職員としての在職期間について支給される基本報酬の１月当たりの平均額とす

る。 

（パートタイム会計年度任用職員に対する給与の支給方法） 

第３３条 日額又は時間額による基本報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、

その月の翌月のうち規則で定める日に支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給方法につ

いては、常勤職員のこれに相当する給与の例による。 

（小田原市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 小田原市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２６年小田原市条例第

２０１号）の一部を次のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項第１号の規定の

適用については、同号中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第２２条の２ 

第２項の規定により当該職員について任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

第９条中「第２２条に規定する」を「の定める」に改める。 

（小田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第３条 小田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年小田原市条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」を 

「条件付採用」に改める。 

（小田原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 小田原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２７年小田原市条例第

２０２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「給料」の次に「の額（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる

職員にあっては、小田原市職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第５ 

号）第２９条第１項に規定する基本報酬の額）」を加える。 
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（小田原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第５条 小田原市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年小田原市条例第１７６ 

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「（非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）及び臨時的に任用される職員を除く。）」を削る。 

（小田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 小田原市職員の育児休業等に関する条例（平成４年小田原市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条に次の２号を加える。 

(4) 小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年小田原市条例

第２７号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 

(5) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した

期間が１年以上である非常勤職員 

(ｲ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同  

じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第

２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、その

任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及

び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ｳ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子が１ 

歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」という。）（当該

子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職

員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該

任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし
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ようとするもの 

  第２条の３を第２条の５とし、第２条の２の次に次の２条を加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到達

日 

(2) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児

休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）をしている場

合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合（当該

育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は

当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 当該子が１歳２か月

に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休

業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）

から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項及び第２項の規定により勤務しなか

った日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し

引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の

１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引

き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用
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される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、

次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の１歳６か月到達日 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該非常

勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日）において地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務の

ために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に

達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日

（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の

末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっ

ては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当する

ときとする。 

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休

業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日にお

いて地方等育児休業をしている場合 

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

第３条第６号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児童福祉法

第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こ

ども園又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所

等」という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施

が行われないこと」を加え、同号の次に次の２号を加える。 
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(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該当す

ること。 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員

が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引

き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

第４条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等における

保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加

える。 

第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

第８条中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計

年度任用職員を除く。）」を加える。 

第２３条の表第２０条の２の項中「第９条の２第３項」を「第９条の２第４項」に

改める。 

第２５条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をし

ている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員 

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職

員等」という。）を除く。） 

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員 

  第２６条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第８条第１項に規定する正

規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）」に改め、同条第

２項中「（昭和２２年法律第４９号）」を削り、「による育児時間」の次に「（以下

「育児時間」という。）」を、「しない職員」の次に「（非常勤職員を除く。）」を

加え、同項の次に次の１項を加える。 

 ３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職員に
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ついて１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範

囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第３２項におい

て読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護をするための時間（以下「介

護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするため

の時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うもの

とする。 

（小田原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第７条 小田原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年小田原市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「占める職員」の次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員」を加える。 

（小田原市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第８条 小田原市職員の退職手当に関する条例（昭和２６年小田原市条例第１６０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３項に次のただし書を加える。 

   ただし、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、この

限りでない。 

（小田原市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第９条 小田原市職員の旅費に関する条例（昭和３７年小田原市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１号中「に規定する職員」を「の者」に改める。 

第２７条を第２８条とし、第２６条の次に次の１条を加える。 

（旅費の例による費用弁償） 

第２７条 公務のため旅行する地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の２第１項第１号に掲げる職員には、職員に対し支給する旅費の例によりその費用

を弁償する。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の利用料金に係る関係条例の整備に関する条

例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１０号 
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消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の利用料金に係る関係条例の整備に 

関する条例 

（おだわら市民交流センター条例の一部改正） 

第１条 おだわら市民交流センター条例（平成２７年小田原市条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 円 

８００  

円 

９００  

」 

を 

９００  １，１００  

７００  ８００  

９００  １，１００  

５００  ６００  

５００  ６００  

８００  １，０００  

 
「 円 

８１０  

円 

９１０  

」 

に改める。 

９１０  １，１２０  

７１０  ８１０  

９１０  １，１２０  

５００  ６１０  

５００  ６１０  

８１０  １，０１０  

（小田原市自転車駐車場条例の一部改正） 

第２条 小田原市自転車駐車場条例（平成２７年小田原市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表中備考以外の部分を次のように改める。 
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別表（第１０条関係） 

区分 

一時使用 定期使用 

１回分 
回数券（１１

回分） 
１か月 ３か月 ６か月 

自転

車 

一般 
円 

１５０  

円 

１，５４０  

円 

１，８８０  

円 

５，３３０  

円 

１０，３６０  

学生 １，２５０  ３，６６０  ７，２２０  

原動機付自

転車 
２００   ２，６１０  ７，５３０  １４，７６０  

（小田原市歯科二次診療所条例の一部改正） 

第３条 小田原市歯科二次診療所条例（平成８年小田原市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条中「第２条」を「第２条第１号」に改める。 

別表医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付と

して行われる診療以外の診療の項中「１００分の１０８」を「、同法第２９条の税率

と当該税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３の税率を乗じて

得た率とを合計した率（以下「消費税率等」という。）に１を加えた率」に改め、同

表その他診療上特に費用を要するものの項中「１００分の１０８」を「消費税率等に

１を加えた率」に改める。 

（小田原城天守閣条例の一部改正） 

第４条 小田原城天守閣条例（昭和３５年小田原市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の１の表中 

「 円 

５００  

」 

を 

「 円 

５１０  

」 

に改める。 
２００  ２００  

４００  ４１０  

（小田原城歴史見聞館条例の一部改正） 

第５条 小田原城歴史見聞館条例（平成９年小田原市条例第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 
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別表中 

「 円 

３００  

」 

を 

「 円 

３１０  

」 

に改める。 
１００  １００  

２４０  ２５０  

（小田原市いこいの森条例の一部改正） 

第６条 小田原市いこいの森条例（昭和５７年小田原市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１の１の表中 

「 円 

２，０５０  

円 

２，６７０  

」 

を 

１，０２０  １，５４０  

 
「 円 

２，０８０  

円 

２，７１０  

」 

に改め、別表第１の２の表中 

１，０３０  １，５６０  

 
「 円 

８，２２０  

円 

１２，３３０  

」 

を ５，１４０  ７，７１０  

４，１１０  ６，１７０  

３，０８０  ４，６２０  

 
「 円 

８，３７０  

円 

１２，５５０  

」 

に改め、別表第１の３の表中 ５，２３０  ７，８５０  

４，１８０  ６，２８０  

３，１３０  ４，７００  

 
「 

２，４６０円  ３，２９０円 ６，１７０円  
」 
を 

 
「 

２，５００円  ３，３５０円 ６，２８０円  」 に改める。 

 別表第２中「４，１１０」を「４，１８０」に改める。 

（小田原市梅の里センター条例の一部改正） 
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第７条 小田原市梅の里センター条例（平成４年小田原市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表１の表中 

「 円 

410  

円 

510  

円 

510  

円 

1,020  

円 

1,130  

円 

1,540  
 

510  610  610  1,330  1,330  1,850  
 

920  1,130  1,130  2,260  2,360  3,290   

510  610  610  1,230  1,230  1,740   

1,330  1,740  1,540  3,600  3,800  5,650   

2,570  3,600  3,080  6,680  7,090  10,280  
」 

 

を 

「 円 

410  

円 

510  

円 

510  

円 

1,030  

円 

1,150  

円 

1,560  

」 

に改め、別表２ 

510  620  620  1,350  1,350  1,880  

920  1,130  1,130  2,300  2,400  3,350  

510  620  620  1,250  1,250  1,770  

1,350  1,770  1,560  3,660  3,870  5,750  

2,610  3,660  3,130  6,800  7,220  10,470  

  

の表中 

「 円 

720  

円 

970  

円 

820  

円 

1,900  

円 

2,000  

円 

2,980  

」 

 

を 

 460  610  560  1,230  1,330  1,950  

 1,180  1,590  1,380  3,130  3,340  4,930  

 360  460  410  920  970  1,440  

 250  360  300  660  720  1,080  
 

 
「 円 

730  

円 

980  

円 

830  

円 

1,930  

円 

2,030  

円 

3,030  

 

 

 

に改める。 

460  620  570  1,250  1,350  1,980  

1,190  1,600  1,400  3,180  3,380  5,010  

360  460  410  930  980  1,460   
 

 250  360  300  670  730  1,100  
」  
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（小田原市都市公園の有料の公園施設の利用料金に関する条例の一部改正） 

第８条 小田原市都市公園の有料の公園施設の利用料金に関する条例（平成２１年小田

原市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表１の表中 

「 
１ 大人 １人につき７００円 

２ 小学生 １人につき３００円 」 

を 

 
「 

１ 大人 １人につき７１０円 

２ 小学生 １人につき３００円 」 

に改め、別表２の表中 

 
「 

１台１日につき１，０００円   
「 

１台１日につき１，０１０円   

 
１台１日につき１，０２０円  を 

 
１台１日につき１，０３０円  に改める。 

 
１台１日につき２，０００円 

」 
 

 
１台１日につき２，０３０円 

」 
 

（小田原市トロピカルドーム条例の一部改正） 

第９条 小田原市トロピカルドーム条例（平成６年小田原市条例第２９号）の一部を次

のように改正する。 

別表２の表中 

「 円 

９２０  

円 

１，２３０  

円 

２，２６０  

 

を 

 
４１０  ６１０  １，１３０  

」 

 
 「 円 

９３０  

円 

１，２５０  

円 

２，３００  
 に改める。 

 ４１０  ６２０  １，１５０  」 

（小田原市総合文化体育館条例の一部改正） 

第１０条 小田原市総合文化体育館条例（平成８年小田原市条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 
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別表第１の１の表中 

「 円 

７２０  

円 

１，０８０  
 

を 

 
１，４４０  ２，１６０   

 
２，１６０  ３，２４０   

 
２，８８０  ４，３２０   

 
７２０  １，０８０   

 
７２０  １，０８０   

 
７２０  １，０８０   

 
５１０  ７７０   

 
３００  ４６０   

 
１，０２０  １，５４０  」 

 
「 円 

７３０  

円 

１，１００  

 

に改め、別表第１の２の 

 
１，４６０  ２，２００  

 

 
２，１９０  ３，３００  

 

 
２，９２０  ４，４００  

 

 
７３０  １，１００  

 

 
７３０  １，１００  

 

 
７３０  １，１００  

 

 
５１０  ７８０  

 

 
３００  ４６０  

 

 
１，０３０  １，５６０  

」 
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表中 

「 円 

８２０  

円 

１，２３０  
 

を 

１，６４０  ２，４６０  
 

２，４６０  ３，６９０  
 

３，２８０  ４，９２０  
 

８２０  １，２３０  
 

７２０  １，０８０  
 

７２０  １，０８０  
 

５１０  ７７０  
 

３００  ４６０  
 

１，０２０  １，５４０  」 

 
「 円 

８３０  

円 

１，２５０  

 
 

 
１，６６０  ２，５００    

 
２，４９０  ３，７５０    

 
３，３２０  ５，０００    

 
８３０  １，２５０   

に改める。 
 

７３０  １，１００   

 
７３０  １，１００   

 
５１０  ７８０  

 

 
３００  ４６０  

 

 
１，０３０  １，５６０  」 

（小田原テニスガーデン条例の一部改正） 

第１１条 小田原テニスガーデン条例（平成９年小田原市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中 

「 円 

６１０  

」 

を 

「 円 

６２０  

」 

に 

１，２３０  １，２５０  

改める。 



- 19 - 

（小田原市体育施設条例の一部改正） 

第１２条 小田原市体育施設条例（昭和３９年小田原市条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第２の１(1)アの表中 

「 
5,550 円 7,040 円  11,100 円   

 

 

16,660 円 19,490 円  33,320 円    

4,320 円 5,550 円 6,170 円 8,380 円 11,720 円 14,450 円 
 
を 

13,930 円 16,660 円 15,940 円 27,770 円 32,600 円 43,710 円 

」 

１時間につき １，５４０円  

１時間につき ４，６２０円 

 
「 

5,650 円 7,170 円  11,300 円   
 

 

 
16,960 円 19,850 円  33,930 円   

 
 

 
4,400 円 5,650 円 6,280 円 8,530 円 11,930 円 14,710 円 

 

に改め、別表第 
 

14,180 円 16,960 円 16,230 円 28,280 円 33,200 円 44,510 円 
 

 
１時間につき １，５６０円 

 
 

 
１時間につき ４，７００円 」 

 ２の１(1)イの表中 

「 
720 円 1,130 円 820 円 1,850 円 1,950 円 2,720 円  

を 
 

1,130 円 1,490 円 1,380 円 2,570 円 2,930 円 4,060 円 」 

 
「 

730 円 1,150 円 830 円 1,880 円 1,980 円 2,770 円 

」 

に改め、 
 
1,150 円 1,510 円 1,400 円 2,610 円 2,980 円 4,130 円 
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「 

１０，２８０円 
 

を 

「 
１０，４７０円 

」 

に改め、 

 
 

４，１１０円 
 

 ４，１８０円 

 
 

８，２２０円 
 

 ８，３７０円 

別表第２の１(3)アの表中 
 

３，０８０円 
 

 ３，１３０円 

 
 

６，１７０円   ６，２８０円 

 
 

２，０５０円 
 

 ２，０８０円 

 
 

４，１１０円 」  ４，１８０円 

 

別表第２の１(3)イの表中 

「 
２，０５０円 

 

を 

「 
２，０８０円 

 

に改め、 

 
２００円 

  
２００円 

 
 

１７，４８０円 
  

１７，８００円 
 

 
１４，４００円 

」 
 

１４，６６０円 
」 

 

別表第２の１(4)アの表中 

「 
１，２３０円  

を 

「 
１，２５０円  

に改め、 
 

２，４６０円 
」 

 ２，５００円 」 

 別表第２の１(4)イの表中「１,０２０円」を「１,０３０円」に改め、別表第２の１ 

の備考４中「８７０円」を「８８０円」に、「１,８５０円」を「１,８８０円」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の使用料等に係る関係条例の整備に関する条

例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１１号 

消費税等の税率の引上げに伴う公の施設の使用料等に係る関係条例の整備に 

関する条例 

 （小田原市公設地方卸売市場条例の一部改正） 

第１条 小田原市公設地方卸売市場条例（昭和４７年小田原市条例第５５号）の一部を

次のように改正する。 

別表第４の１の表中 

「 
１平方メートル１月につき         １２０円 

」 

 １平方メートル１月につき         ５０７円 

 １平方メートル１月につき         ２０４円 

 機械とも一式１月につき       ９０，７２０円 

 １平方メートル１月につき         ３８８円 

 １時間につき             １，０８０円 

 

を 

「 
１平方メートル１月につき         １２２円 

」 

に改め、別表第４の 

１平方メートル１月につき         ５１６円 

１平方メートル１月につき         ２０７円 

機械とも一式１月につき       ９２，４００円 

１平方メートル１月につき         ３９５円 

１時間につき             １，１００円 

 

 
「 

１平方メートル１月につき         ２１６円 
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 １平方メートル１月につき         ４３２円 
 
 

２の表中 

１平方メートル１月につき         ２２６円 
 
 

１平方メートル１月につき          ５７円 
 
を 

１平方メートル１月につき         ４３２円 
 

１平方メートル１月につき         ４３２円 
 
 

 １時間につき             １，０８０円 
 
 

 １台１月につき            ４，１９３円 
」 

 

 
「 

１平方メートル１月につき         ２２０円 
 
 

 １平方メートル１月につき         ４４０円 
 

 

 １平方メートル１月につき         ２３０円 
 

 

 １平方メートル１月につき          ５８円 
 

に改める。 
 １平方メートル１月につき         ４４０円 

 

 １平方メートル１月につき         ４４０円 
 

 

 １時間につき             １，１００円 
 

 

 １台１月につき            ４，２７０円 
」 

 

 （小田原市水道給水条例の一部改正） 

第２条 小田原市水道給水条例（平成２年小田原市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

第２０条中「１００分の１０８」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第 

２９条の税率と当該税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３の

税率を乗じて得た率とを合計した率（以下「消費税率等」という。）に１を加えた 

率」に改め、「得た額（」の次に「消費税率等に係る法令の改正の際の経過措置が適

用される場合にあっては、当該経過措置に係る法令の規定に従って算出するものと 

し、」を加え、「切り捨てた額」を「切り捨てる。以下同じ。」に改める。 

第２２条第１項中「１００分の１０８」を「消費税率等に１を加えた率」に改め、 

「（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削る。 

第２７条第１項各号中「１００分の１０８」を「消費税率等に１を加えた率」に改
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める。 

 （小田原市下水道条例の一部改正） 

第３条 小田原市下水道条例（昭和４１年小田原市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

第１４条第１項中「１００分の１０８」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８ 

号）第２９条の税率と当該税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の

８３の税率を乗じて得た率とを合計した率（以下「消費税率等」という。）に１を加

えた率」に改め、「得た額（」の次に「消費税率等に係る法令の改正の際の経過措置

が適用される場合にあっては、当該経過措置に係る法令の規定に従って算出するもの

とし、」を加え、「切り捨てた額」を「切り捨てる。第１４条の３において同じ。」

に改める。 

第１４条の３中「１００分の１０８」を「消費税率等に１を加えた率」に改め、 

「（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削る。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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小田原市立病院新病院建設基金条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１２号 

   小田原市立病院新病院建設基金条例 

（設置） 

第１条 小田原市立病院に係る新病院建設事業に要する経費に充てるため、小田原市立

病院新病院建設基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。 

 (1) 基金の趣旨に沿う寄附金の額 

 (2) 前号に掲げるもののほか、毎年度病院事業会計予算で定める額の範囲内の額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることがで

きる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、病院事業会計予算に計上して基金に編入するも

のとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する経費に充てる場合に限り、病院事業会計予算に計上

してその全部又は一部を処分することができる。 

 （委任） 



 
- 24 - 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１３号 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

別表市長の部小田原市市税滞納審査会の項の次に次のように加える。 

小田原競輪開

催業務等包括

委託事業者選

定委員会 

小田原競輪の開催業務等を包括的に委託する

事業者の選定等に関する事項につき、市長の

諮問に応じて審査し、その結果を報告し、及

び必要と認める事項について意見を具申する

こと。 

６人以内 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和４４年小田原市条例第

５４号）の一部を次のように改正する。 

別表第３小田原市公共施設包括管理業務事業者選定委員会の項の次に次のように加

える。 

小田原競輪開催業務等包括委託事業者選

定委員会 
委員 １５，０００円 
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小田原市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１４号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号オ(ｳ)中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，０００円」に改め、 

同号オ(ｴ)中「１，９４０，０００円」を「１，９５０，０００円」に改め、同号オ(ｵ)

中「２，２６０，０００円」を「２，２７０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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小田原市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１５号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

 小田原市市税条例（昭和５０年小田原市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

第１２条第１項第１号中「１２．１分の２．４」を「８．４分の２．４」に改め、同 

項第２号中「の法人 １２．１分の１．２」を「である法人 ８．４分の１．２」に改

める。 

附則第２８項の前の見出しを「（令和２年度分及び令和３年度分の種別割の税率の特 

例）」に改め、同項中「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「平成 

３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分の軽自動車税」を 

「令和２年度分の種別割」に、「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」 

を「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」に、「平成３１年度分の軽自動車 

税」を「令和３年度分の種別割」に改める。 

附則第２９項中「３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるもの 

に限る。次項において同じ。）」を「法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽

自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）のうち、３輪以

上のもの」に、「軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を 

「ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成 

３０年度分の軽自動車税」を「令和２年度分の種別割」に、「軽自動車が平成３０年４

月１日から平成３１年３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで」に、「平成３１年度分の軽自動車税」を「令和３年度分の種

別割」に改める。 

附則第３０項中「３輪以上の軽自動車」を「ガソリン軽自動車のうち３輪以上のも 

の」に、「軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」を「ガソリ
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ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」に、「平成３０年度分

の軽自動車税」を「令和２年度分の種別割」に、「軽自動車が平成３０年４月１日から

平成３１年３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日まで」に、「平成３１年度分の軽自動車税」を「令和３年度分の種別割」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（法人の市民税に関する経過措置） 

２ 改正後の第１１条及び第１２条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に開始す

る事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税

について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した

連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

３ 改正後の附則第２８項から第３０項までの規定は、令和２年度分及び令和３年度分

の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、

なお従前の例による。 
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小田原市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１６号 

小田原市印鑑条例の一部を改正する条例 

小田原市印鑑条例（昭和５４年小田原市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「小田原市の」を「小田原市が備える」に改める。 

第４条第１号中「、名」を「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号。以下「政令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同 

じ。）、名」に、「住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の 

２６第１項」を「政令第３０条の１６第１項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」

を加え、同条第２号中「氏名」の次に「、旧氏（住民票に記録されているものに限る。

第１４条第１項第４号において同じ。）」を加える。 

第６条第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録が

されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「、氏名及び通称」を「氏名

及び当該通称」に改める。 

第１４条第１項第４号中「、氏」の次に「、旧氏」を加える。 

附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 
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地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法

人等を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１７号 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営 

利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人等を定める条例（平成２５年小田原市条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

  別表特定非営利活動法人小田原なぎさ会の項中「平成３１年９月３０日」を「令和

元年９月３０日」に改め、同表特定非営利活動法人小田原市障害者福祉協議会の項中

「平成３５年９月３０日」を「令和５年９月３０日」に改める。 

第２条 地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人等を定める条例の一部を次のように改正する。 

別表特定非営利活動法人小田原なぎさ会の項を削り、同表に次のように加える。 

特定非営利活動法人小田

原なぎさ会 

小田原市南鴨宮三丁目

１６番２０号 

令和元年１０月１日から

令和６年９月３０日まで 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正前の地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例別表特定非営利活動法人小田原なぎ

さ会の項の規定は、この条例の施行の日前に同項に規定する特定非営利活動法人に対
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して寄附金を支出した場合について、なおその効力を有する。 
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小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１８号 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年小田原市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準」に改める。 

第３条第１項中「かつ適切な」を「かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的

負担の軽減について適切に配慮された」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１９号 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す 

る条例の一部を改正する条例 

小田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例 

（平成２７年小田原市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「支給認定子どもに係る支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第２０号 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年小田原市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「第１６条」を「第１６条・第１７条」に改める。 

第１５条第２項を次のように改める。 

２ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３

条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定による

ものとする。 

第１６条を第１７条とし、第５章中同条の前に次の１条を加える。 

（災害弔慰金等支給審査委員会） 

第１６条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項につき、市長の諮問に応

じて調査審議し、その結果を報告し、及び必要と認める事項について意見を具申する 

ため、小田原市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命す

る。 

(1) 医師 

(2) 弁護士 

(3) 市の職員 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

４ 委員は、委員会に諮問された事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、

又は解任されるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
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める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和４４年小田原市条例第 

５４号）の一部を次のように改正する。 

別表第３小田原市福祉施設指定候補者選定委員会の項の次に次のように加える。 

小田原市災害弔慰金等支給審査委員会 委員 ３０，０００円以内 

 



 

小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第１５号 

   小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）第

２条の規定に基づき設置された小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会（以

下「委員会」という。）の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、小田原競輪の開催業務等を包括的に委託する事業者の選定等に関す

る事項につき、市長の諮問に応じて審査し、その結果を報告し、及び必要と認める事

項について意見を具申するものとする。 

 （委員） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

 (1) 前条に規定する事項に関して専門的な知識を有する者 

(2) 市の職員 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、委員会に諮問された事項に関する審査が終了したときは、解嘱され、又は

解任されるものとする。 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

 （会議） 



 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （関係者の出席） 

第６条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者

の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（除斥） 

第７条 委員は、自己、配偶者又は３親等内の親族の利害に関係のある事案については、

その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出

席し、発言することができる。 

２ 前項の規定により委員長が議事に加わることができない場合には、その議事に限り、

第４条第３項に規定する委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を行う。 

（秘密の保持） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはな

らない。その職を退いた後も、また同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の事務は、公営事業部事業課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

おだわら市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第１６号 

おだわら市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

おだわら市民交流センター条例施行規則（平成２７年小田原市規則第５２号）の一部

を次のように改正する。 

別表中 

「 
       円 

２，４００  

」 

を 

「 
円 

２，４４０   

」 

に、 

２，４００  ２，４４０  

１，６００  １，６２０  

１，６００  １，６２０  

１，０００  １，０１０  

  ６００  ６１０  

１，２００  １，２２０  

１，６００  １，６２０  

  ６００  ６１０  

 
「 

４００  

」 

を 

「 
４００  

」 

に改める。 
１，０００  １，０１０  

附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第１７号 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和５０年小田原市規則第２２

号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４章 災害援護資金の貸付け（第６条～第１５条）」を 

「第４章 災害援護資金の貸付け（第６条～第１５条） 
に改める。 

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会（第１６条～第２２条）」 

第１条中「第１６条」を「第１７条」に改める。 

第４章の次に次の１章を加える。 

  第５章 災害弔慰金等支給審査委員会 

（委員長） 

第１６条 小田原市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）に委員長

を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 

（委員会の会議） 

第１７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

（関係者の出席） 

第１８条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある



 

者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（除斥） 

第１９条 委員は、自己、配偶者又は３親等内の親族の利害に関係のある事案について

は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議

に出席し、発言することができる。 

２ 前項の規定により委員長が議事に加わることができない場合には、その議事に限り、

第１６条第３項に規定する委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を行う。 

（秘密の保持） 

第２０条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また同様とする。 

（委員会の庶務） 

第２１条 委員会の事務は、市長が定める職員が処理する。 

（委任） 

第２２条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



小田原市総合文化体育館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ９ 月２６日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第１８号 

小田原市総合文化体育館条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市総合文化体育館条例施行規則（平成２３年小田原市規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表１の表中 

「 円 

１，０２０ 
 

を 

「 円 

１，０３０ 
 

に改め、別表２の表中 

 １０，２８０  
 １０，４７０ 

 

 ５１０  
 ５１０ 

 

 １，０２０  
 １，０３０ 

 

 ５１０  
 ５１０ 

 

 １０，２８０  
 １０，４７０ 

 

 ２，０５０  
 ２，０８０ 

 

 ２，０５０  
 ２，０８０ 

 

 １００  
 １００  

 １，０２０  
 １，０３０  

 ３００  
 ３００ 

 

 １，０２０  
 １，０３０  

 ２００  
 ２００  

 ３００   ３００ 
 

 ５，１４０   ５，２３０ 
 

 １，５４０ 」  １，５６０ 
」 

「２，０５０円」を「２，０８０円」に改め、別表３の表バスケットボール器具の項中 

「１，０２０」を「１，０３０」に、同表電光得点表示装置の項中「２，０５０」を 



「２，０８０」に改め、別表４の表中「２，０５０円」を「２，０８０円」に改め、別 

表５の表中 

「 円 

２，０５０  を 

「 円 

２，０８０  に改め、別表６の表中 

 
３，０８０ 」 

 
３，１３０ 」 

「２，０５０円」を「２，０８０円」に改め、別表７の表中 

「 円 

６１０ 

円 

８２０ 
 

を 

「 円 

６２０ 

円 

８３０ 
 

に改め、 
 

１，２２０ １，６４０  
 

１，２４０ １，６６０  
 

１，８３０ ２，４６０  
 

１，８６０ ２，４９０  
 

２，４４０ ３，２８０ 
」 

 
２，４８０ ３，３２０ 

」 

 

別表８の表中 

「 円 

４，１１０ 

 
 

を 

「 円 

４，１８０ 

 

に改 

 
１，０２０ 」 

 
１，０３０ 」 

める。 

   附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 


